
 

 

■  お知らせ 

①  年末年始は市営荒町駐車場が有料になります  

②  友部公民館の改修工事を実施します 

③  笠間市政治倫理審査会委員を公募します 

④  高額介護合算療養費の支給は手続きが必要です    

⑤  交通事故などが原因で保険証を使う時は 

      届け出が必要です 

⑥  空き地などの雑草について多くの苦情が 

      寄せられています 

⑦  墓地の管理者は必ず手続きが必要です 

⑧  野焼きは禁止されています 

⑨  ノーマイカーウィークを実施します 

⑩  「いきいき茨城ゆめ大会」リハーサル大会を開催します 

⑪  特設無料人権相談を開設します 

⑫  ひきこもりがちな方の心の相談・就労に 

      向けての相談会を開催します 

⑬  東海第二発電所の安全対策に関する 

      住民説明会を開催します 

⑭  電話のかけ間違いにご注意ください 

■  趣味・体験 

⑮  第 18回  かさま除夜の鐘 

⑯  平成 31年笠間市消防出初式 

⑰  第 11回  どんと焼き 

⑱  友部図書館  かるた大会 

⑲  CO₂削減 エコライフチャレンジ 2018 

⑳  かさま消費者大学 

      ～消費生活マイスター養成講座～ 

㉑  シルバー人材センター   植木剪定の講習会 

㉒  糖尿病予防教室 

㉓  桃宴ワークショップ「笠間焼で陶雛人形を作ろう」 

㉔  寄席で新年会 

㉕  平成 31年 1月の地域ポイント対象事業 
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 ①  年末年始は市営荒町駐車場が有料になります  
 
有料期間 平成 30年 12月 31日（月）午後 5時～平成 31年 1月 1日（火・祝）午後 5時 

     平成 31年 1月 2日（水）～6日（日）  午前 8時～午後 5時 

利用料金 1回につき、普通自動車・軽自動車：500円、小型バス：1,000円、大型バス：1,500円 

自動二輪：250円（サイドカー付き：500円） 

問 商工観光課（内線 517） 

 

  ②  友部公民館の改修工事を実施します 
 
 友部公民館は、平成 31年 1月から 3月末までの期間で改修工事を実施します。利用者の皆さ

んには大変ご迷惑をお掛けしますが、工事期間中は全館休館となりますので、ご理解ご協力をお

願いします。 

 なお、工事期間や貸館再開の予定などについては、ホームページなどで随時お知らせします。  

問    友部公民館 ℡  0296-77-7533 

  

 
 【回覧】 お早めに回してください   全 10ページ(A3…2枚、A4…1枚)  ①ページ 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ③ 笠間市政治倫理審査会委員を公募します 
 
任期 平成 31年 4月 1日～平成 33年 3月 31日（2年） 

職務内容 笠間市長、副市長、教育長および市議会議員の資産等報告書および所得等報告書の 

     審査等 

応募資格 地方自治法第 18条に定める選挙権を有する市民 

※ただし、現在、市長、副市長、教育長、議員の職にある市民およびこれらの 2親等以 

内の親族および同居の親族および笠間市職員である市民は除きます。 

定員 3名 

報酬 日額 10,000円 

選考方法   応募者の中から、市長が公正を期して選出し、議会の同意を得て委嘱します。選考結 

  果は後日、通知をお送りします。 

応募方法  窓口に備え付けの応募用紙および履歴書に、必要事項を記入のうえ、持参あるいは郵送  

                      してください。応募用紙および履歴書はホームページからもダウンロードできます。     

応募期限  平成 31年 1月 9日（水）（当日消印有効） 

申・問   秘書課（内線226）〒309-1792 笠間市中央3-2-1      http://www.city.kasama.lg.jp/ 

                                                                                

 

  

                    

 

 

 ④ 高額介護合算療養費の支給は手続きが必要です 
 
後期高齢者医療保険に加入されている方で、医療費と介護サービス費の自己負担額（食費、居

住費などを除く）の年間合計額が基準額を超えた場合、その差額が支給されます。 

例年、支給対象となる方には 1月中旬に案内通知を送付していましたが、制度の改正により本

年から 3月中旬に変更になります。 

通知が届きましたら、案内に従って申請を行ってください。 

問  保険年金課（内線 142） 

  笠間支所市民窓口課（内線 72124）、岩間支所市民窓口課（内線 73182） 

 

  ⑤ 交通事故などが原因で保険証を使う時は届け出が必要です 
 
国民健康保険や後期高齢者医療に加入の方で、交通事故など第三者（自分以外）の行為が原因

で負傷等をし、保険証を使う場合は市役所への届け出が必須条件となります。 

第三者行為とは 

・相手がいる交通事故 

・他人の飼い犬にかまれた、傷害事件に巻き込まれた  など 

このような場合も届け出が必要です 

・誰かが運転する車に同乗中の自損事故 

・ご自身の過失が大きい事故 

・相手が不明の事故 

保険証が使えないとき 

・業務上の負傷や病気（労災保険の対象となります） 

・相手と取り決めや示談をした場合（示談内容によります） 

・けんかや泥酔による負傷等 

問 保険年金課 国民健康保険（内線 144）後期高齢者医療（内線 142） 

②ページ     「申」は申し込み先、「問」は問い合わせ先の略です。 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑥ 空き地などの雑草について多くの苦情が寄せられています 
 
 市では「笠間市すみよい環境条例」により、空地の適正管理を定めており、雑草などの繁茂に

より害虫発生、火災の原因、防犯上の支障となるなど不良状態と判断された場合は除草等の指導

ができることになっています。 

空き地に限らず、土地の所有者または管理者の方は、近隣に迷惑をかけることのないよう、適

正な土地の管理をお願いします。 

なお、市では「空家・空地バンク制度」を設けています。ぜひ、ご利用ください。 

問  環境保全課（内線 128）、笠間支所地域課（内線 72115）、岩間支所地域課（内線 73115） 

         空家・空地バンク制度：まちづくり推進課 空家政策推進室（内線 534） 

 

 ⑦ 墓地の管理者は必ず手続きが必要です 
 
 市には霊園墓地、寺院墓地、共同墓地、個人墓地があり、それぞれの管理者または所有者が管

理を行っています。しかしながら特に共同墓地においては、管理者等が変更されている場合や不

明な墓地が増えている状況です。 

 多様化する終活や死後の身の振り方がある中で、管理されていない墓地の場合、改葬等をする

際に手続きができなくなってしまいます。 

 今一度、ご自身や身内の方が承継する墳墓のある墓地について、お墓に入る際に困ることがな

いよう、改めて確認をお願いします。 

・墓地：  墳墓を設けるために許可を受けた区域 

・墳墓：  遺体を埋葬し、または焼骨を埋蔵する施設 

・改葬 ： 埋葬した遺体を他の墳墓に移す、または埋蔵する、もしくは収蔵した焼骨を、他の墳墓

                   または納骨堂に移すこと 

問 環境保全課（内線 125） 

 ⑧ 野焼きは禁止されています  
 
 野焼きとは、ごみを野外で燃やす行為のことで、法律で禁止されています。「近所で物を燃や

していて、洗濯物が干せない」など多くの苦情が寄せられています。少量であっても、ごみは集

積所に出すなど適正に処分しましょう。 

また、農業や林業を営むためのやむを得ない焼却や、たき火程度の軽微な焼却については例外

とされていますが、周辺地域の生活環境への影響が著しいものは指導の対象となる場合がありま

すので、次のことに配慮していただくようお願いします。 

・煙の量や臭いが近所の迷惑にならない程度の少量にとどめる  

・風向きや強さ、時間帯を考慮する 

・近隣への声かけなどを行い、相互理解を図る 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 環境保全課（内線 125）、笠間支所地域課（内線 72115）、岩間支所地域課（内線 73115） 
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国民健康保険は、皆さんの納める保険税で支えられています。   ③ページ 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑪ 特設無料人権相談を開設します 
 
 毎日の生活の中で、人権に関わる困りごとや法律上どのようになるのかなど解決に導くための

ご相談です。相談は、法務大臣から委嘱を受けた人権擁護委員が担当します。 

 相談内容についての秘密は厳守されますので、お気軽にご相談ください。 

【弁護士相談について】 

 午後１時から弁護士相談も行います。相談時間は 1 件 30 分以内です。相談される方は、午前

の部で人権擁護委員と内容を整理したうえでお願いします。 

日時 平成 31年 1月 16日（水）午前 10時～午後 3時   最終受け付け：午後 2時 30分 

場所 地域福祉センターともべ【旧友部社会福祉会館】（笠間市美原 3-2-11） 

問 社会福祉課（内線 157） 

広報紙は笠間市ホームページでもご覧になれます。    
④ぺージ    http://www.city.kasama.lg.jp/                 

 

 ⑩ 「いきいき茨城ゆめ大会」リハーサル大会を開催します 
 第 19 回全国障害者スポーツ大会「いきいき茨城ゆめ大会」に先立ち、リハーサル大会を開催

します。個人競技は茨城県代表の選手選考を兼ねています。皆さんのご参加をお待ちしています。 

日時 平成 31年 5月 26日（日） 

実施競技 場所 

陸上競技（身体・知的） 笠松運動公園陸上競技場（ひたちなか市） 

水泳（身体・知的） 笠松運動公園屋内水泳プール（ひたちなか市） 

アーチェリー（身体） 茎崎運動公園多目的広場（つくば市） 

卓球（身体・知的・精神） 

※サウンドテーブルテニス（身体）を含む 
日立市池の川さくらアリーナ（日立市） 

フライングディスク（身体・知的） ケーズデンキスタジアム水戸 （水戸市） 

ボウリング（知的） フジ取手ボウル（取手市） 

出場できる競技  身体：身体障がい者/知的：知的障がい者/精神：精神障がい者 

対象 市内にお住まいで障害者手帳の交付を受けている 13歳以上の方、あるいは市内の施設に  

             入所、通所している方 

申込方法  ホームページから申込用紙を印刷して窓口でお申し込みください。 

申込期限  平成 31年 1月 7日（月） 

申・問  社会福祉課（内線 154）  笠間支所地域課（内線 72134）  岩間支所地域課（内線 73172） 

     https://www.ibarakikokutai2019/jp/taikai/rehearsal/entry 

 

 ⑨  ノーマイカーウィークを実施します 
 
 茨城県央地域定住自立圏構成市町村（水戸市、笠間市、ひたちなか市、那珂市、小美玉市、茨

城町、大洗町、城里町、東海村）では、公共交通の利用促進、過度なマイカー利用がもたらす地

球温暖化問題についての意識の高揚を図るため、ノーマイカーウィークを実施します。この機会

に、マイカー中心の生活を見直してみませんか？期間中、路線バスに市民が絵を描いた「クリス

マスバス」が市内を運行します。 

実施期間 12月 20日（木）～26日（水） 

実施方法 通勤、通学、通院、買物等で出かける際に、マイカーの利用を控え、鉄道・バスなど 

の公共交通や、自転車を利用するなど、環境にやさしい行動に取り組む。 

問 水戸市交通政策課 ℡ 029-291-3804  笠間市企画政策課（内線 555） 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑫ ひきこもりがちな方の心の相談・就労に向けての相談会を開催します 
 
 仕事のブランクや経験不足等による不安から、すぐに働くことが困難と思っている方を対象

に、相談や仕事の体験を通し、働くことに近づけるお手伝いをします。 

日時 平成 31年 1月 21日（月）午後 1時 30分～3時 30分 ※毎月第 3月曜日に開催しています 

場所 地域福祉センターともべ【旧友部社会福祉会館】（笠間市美原 3-2-11） 

講師 グッジョブセンターみと相談員 

参加費 無料 

申込方法 電話または FAXでお申し込みください。 

申・問 茨城 NPOセンター・コモンズ グッジョブセンターみと 

                 ℡ 029-291-8990 FAX 029-291-8991 

 

  ⑬  東海第二発電所の安全対策に関する住民説明会を開催します 
 
 県では、東海第二発電所の半径 30km圏内の自治体にお住まいの方等（当日空席があれば上記

以外の茨城県民も可）を対象に、同発電所の新規制基準適合性審査などの結果に関する住民説明

会を開催します。 

日時（平成 31年） 場所 

1月 13日（日） 

午後 3時～ 
東海文化センター（東海村船場 768-15） 

1月 24日（木） 

午後 6時 30分～ 
那珂市総合センターらぽーる（那珂市古徳 371） 

2月 2日（土） 

午後 3時～ 
日立シビックセンター（日立市幸町 1-21-1） 

2月 7日（木） 

午後 6時 30分～  
ひたちなか市文化会館（ひたちなか市青葉町 1-1） 

2月 13日（水） 

午後 6時 30分～  
常陸太田市民交流センターパルティホール（常陸太田市中城町 3210） 

2月 17日（日） 

午後 3時～ 
駿優教育会館（水戸市三の丸 1-1-42） 

説明者  原子力規制庁 

申込方法  ホームページからお申し込みください。 

申 茨城県 防災・危機管理部原子力安全対策課    

  http://www.pref.ibaraki.jp/ 

問  茨城県 防災・危機管理部原子力安全対策課  ℡ 029-301-2916 

         総務課危機管理室（内線 245）  

 

 

平成  30年   12月   13日 第  30‐ 26  号 

 猫は屋内で飼いましょう。           ⑤ページ 

 

 ⑭  電話のかけ間違いにご注意ください 
 
 デマンドタクシーかさまは、運行開始から今年で 11年目を迎え、多くの方にご利用いただい

ていますが、予約センターへの電話のかけ間違いにより、市民の方へご迷惑をおかけする事例が

発生しています。 

 予約電話の際には、電話番号をお確かめのうえ、おかけ間違いのないようご注意ください。 

予約センター ℡  0296- 70  -9000 ※午前 8時 15分～午後 5時 

問 笠間市商工会 友部事務所 ℡ 0296-77-0532  

         企画政策課（内線 555）  http://www.city.kasama.lg.jp /page/page002757.html 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑮  第18回   かさま除夜の鐘 
 

    江戸時代から笠間の時を告げてきた時鐘（市指定文化財）をついて、新しい年を迎えましょう。

先着約 100名様に温かい飲み物のサービスがあります。 

日時 12月 31日（月）午後 11時～元日午前 1時 最終受け付け：午前 0時 30分 

場所 佐白山ろく公園  時
じ

鐘楼
しょうろう

（笠間市笠間 1015-2） 

問 （一社）笠間観光協会   ℡  0296-72-9222 

 

 

 ⑯  平成31年  笠間市消防出初式 
 
 1年の消防防災活動に対する気持ちを新たにするため、笠間市消防団と笠間市消防本部合同で

出初式を開催します。消防団による放水披露のほか、さまざまなイベントを予定していますので、

お誘い合わせのうえ、ぜひお越しください。 

日時 平成 31年 1月 6日（日）午前 9時～ 

場所 笠間ショッピングセンターポレポレシティ南側駐車場（笠間市赤坂 8）、大池公園（赤坂地内） 

内容 ・ AEDトレーナーの体験、子ども用冬制服・防火衣の展示および試着体験 

・ はしご車および地震体験車の搭乗体験 

   ・ 笠間市ジュニアマーチングバンド infinityによる演奏 

・ 笠間市消防団による一斉放水披露、腕用ポンプ放水披露 

問 笠間市消防本部総務課 ℡ 0296-73-0119 

 

 ⑰  第11回   どんと焼き 
 
  農村地域の伝統行事である「どんと焼き」は、茅

かや

のやぐらを燃やしてお焚き上げをしたり、

 お餅を焼いたりして、無病息災・五穀豊穣を祈る行事です。ぜひお越しください。 

日時 平成 31年 1 月 12日（土）   正午～午後 4 時 ※荒天の場合は 1 月 13日（日）に延期 

場所 岩間体験学習館（笠間市上郷 1742-1） 

内容 ・どんと焼き（門松、しめ縄、古いお札のお焚き上げをお受けします。金属・プラスチッ

                  ク等を取り除いてお持ちください）  

・無料おもてなしコーナー（地元で収穫した食材を使用した手打ちそば、餅つき、豚汁、 

お雑煮等） 

         ・ 講演、意見交換会「農村の現状と今後の農業」㈱ヴァレンチア代表 池之上
いけのうえ

 透
とおる

さん 

問 第 11 回  どんと焼き・交流事業実行委員会事務局  （担当：西山）℡ 0299-45-7036 

  

  ⑱ 友部図書館  かるた大会 
 
 新しい年を迎え、みんなが楽しめるイベント「かるた大会」を開催します。参加賞も用意して

ありますので、ぜひお友達とお誘い合わせのうえ、ご参加ください。 

日時 平成 31年 1月 19日（土） 午後 2時～3時 

場所 友部図書館（笠間市平町 2084） 

対象 小学生 

定員 20名（先着順） 

申込方法   窓口で直接または電話でお申し込みください。 

申込期間   平成 31年 1月 5日（土）～１月 17日（木） 

申・問  友部図書館 ℡ 0296-78-1200 

 

 
⑥ページ    小中学生の登下校の見守りをお願いします。 

 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ⑲   CO₂削減 エコライフチャレンジ 2018 
 
 11月から実施しているエコライフチャレンジの報告の時期が迫ってきました。寒くなってきま

したが、省エネ・節電の取り組みは実施できていますか？この取り組みは県央地域が一体となっ

て、よりよい未来をめざすため、温室効果ガスの排出量を削減する取り組みです。 

   ～   一人ひとりの取り組みが地球温暖化対策につながります   ～ 

【取り組み方法】 

 11 月から 12 月末までの間、省エネ・節電を心がけた生活を実行することで、電気やガス、水

道、その他燃料の使用量削減に取り組みます。 

【取り組み結果の報告】 

 自宅に届いた 12 月分の「電気ご使用量のお知らせ」をもとに、参加申込兼報告書を窓口へ提

 出してください。後日、参加者全員にエコバッグをプレゼントします。 

申込方法  窓口で直接お申し込みください。申込用紙は、ホームページでダウンロードできます。

申込期間 12月 18日（火）～平成 31年 1月 18日（金） 

申 環境保全課（内線 125）、笠間支所地域課（内線 72115）、岩間支所地域課（内線 73115） 

問 環境保全課（内線 125）  http://www.city.kasama.lg.jp/page/page009725.html 

 

 

  ⑳ かさま消費者大学～消費生活マイスター養成講座～ 
 
 近年、不当請求・架空請求や、悪質な訪問販売など高齢者をターゲットにした消費者トラブル

が深刻化しています。かさま消費者大学でトラブル事例や対策を学び、お住まいの地域で消費生

活マイスターとして活躍してみませんか。 

日時（平成 31年） 内容 

1月 29日（火） 
午後 1時 30分 

～3時 30分 

高齢者のトラブル(声かけ・気づき・つなぎ) 

1月 31日（木） 見守り体制の先進事例 

2月   1 日 （金） ロールプレイングゲーム   消費生活マイスター登録 

※3回全て受講して希望する方を消費生活マイスターとして認定します。 

場所 地域交流センターともべ     （笠間市友部駅前 1-10） 

対象 市内に在住または在勤の方 

定員 40名（先着順） 

参加費 無料 

申込方法 窓口で直接または電話でお申し込みください。 

受付時間 午前 9時～午後 4時（日曜日、第 2・第 4火曜日休館） 

申込期限 平成 31年 1月 24日（木） 

申・問 笠間市消費生活センター ℡ 0296-73-6877 

 

 

平成  30年   12月   13日 第  30‐ 26  号 

急な病気で心配なとき、医療機関をお探しのときはご利用ください。   

 子ども救急電話相談 ＃8000または ℡ 03-5367-2367 

おとな救急電話相談 ＃7119または ℡ 03-5367-2365   

救急医療情報コントロールセンター ℡ 029-241-4199         ⑦ページ 

                  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ㉒  糖尿病予防教室 
 
 不規則な食生活や、慢性的な運動不足は糖尿病の発症へと繋がります。糖尿病の予防法につい

て学び、生活習慣の改善に取り組みましょう。お申し込みは、病態・栄養講話、運動教室セット

での受講をお願いします。  

日時（平成 31年） 
場所 

申込期限 

（平成 31年） 病態・栄養講話 運動教室 

1月 25日（金） 

午前10時 

～正午 

2月 7日（木） 
午前 9時 30分 

～11時 30分 

笠間公民館 

（笠間市石井 2068-1） 
1月 18日（金） 

2月 13日（水） 2月21日（木） 
午後 1時 30分 

～3時 30分 

地域福祉センターいわま 

（笠間市下郷 5139-1） 
2月 6日（水） 

2月 20日（水） 2月28日（木） 
午前 9時 30分 

～11時 30分 

保健センター 

（笠間市南友 1966-1） 
2月 13日（水） 

   
対象 市内在住の 30歳～74歳で HｂA1c 5.6～6.4％で糖尿病の治療をしていない方   

定員 20～25名(先着順) 

参加費 200円 

申込方法 窓口で直接または、電話でお申し込みください。  

申・問  保健センター（笠間市南友部 1966-1）  ℡ 0296-77-9145 

 

 ㉑  シルバー人材センター  植木剪定の講習会 
 
日時 平成 31年 1月 24日（木）、25日（金）の 2日間 

場所 市役所岩間支所（笠間市下郷 5140） 

内容 剪定作業の基礎知識（講義）、剪定の初歩（実技） 

対象 60歳以上でシルバー人材センターで剪定作業を希望する方 

参加費 無料 

申込方法 窓口で直接または電話でお申し込みください。 

     ※詳細は後日、お知らせします。 

申込期限 平成 31年 1月 16日（水） 

申・問 （公社）笠間市シルバー人材センター（笠間市石井 717） ℡  0296-73-0373 

     

 

 

 

 
     仕事帰りにもご利用ください！市役所窓口時間の延長について                 
 
 笠間市役所本所および各支所では、窓口の受付時間を次のとおり延長しています。ぜひ、ご利

用ください。 
 

受付場所 延長日時 延長している課（内線番号） 

笠間市役所本所 
毎週水曜日（祝日は除く） 

午後 5時 15分～7時 30分 

・市民課（147）・保険年金課（139） 

・税務課（112）・収税課（118） 

笠間支所 
毎週木曜日（祝日は除く） 

午後 5時 15分～7時 30分 市民窓口課（笠間 72122・岩間 73181） 

(戸籍・住民票関係、印鑑証明関係、国保関係) 
岩間支所 

毎週火曜日（祝日は除く） 

午後 5時 15分～7時 30分 

 

⑧ページ    飼い犬の登録をし、狂犬病予防注射を受けましょう。 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ㉔ 寄席で新年会 
 
 新春のひとときを落語とギター漫談で楽しんでいただきたく「寄席で新年会」を計画しました。

大きな声で初笑いをして今年も仕事に遊びに猪突猛進しましょう。 

日時 平成 31年 1月 19日（土）午後 5時～約 2時間 

場所 笠間民芸の里 ふれあいサロンかさま～る （笠間市笠間 2247-1） 

内容 1部 新春寄席 

                         落語:夢乃家珍呑
ゆめのやちんどん

さん、ギター漫談:流しのてっちゃん、 落語:万葉亭
まんようてい

小太郎
こ た ろ う

さん 

2部 新年会 

    笠間の地酒で乾杯し「笠間のお正月料理」をお楽しみください。参加者同士の「賀 

                         詞交歓会」も随時行っていただきます。 

参加費  3,000円（食事と飲み物付き） 

定員 50名（先着順） 

申込方法 電話、FAXまたはメールでお申し込みください。 

申込期限 平成 31年 1月 16日（水） 

申・問  （特非）グラウンドワーク笠間 塙
はなわ

 茂
しげる

  ℡ 090-8800-3248  FAX  0296-72-0654  

           shigeru-hanawa@white.plala.or.jp 

（特非）グラウンドワーク笠間は、まちづくり市民活動助成金を受けて活動しています。 

 

 

 

 ㉓ 桃宴ワークショップ「笠間焼で陶雛人形を作ろう」 
 
 窯元のインストラクターの指導を受けながら、笠間焼の陶雛を作ります。オリジナルの陶雛を

作って、笠間ならではのひなまつりを楽しみませんか。親子でのご参加もお待ちしています。ふ

るってご参加ください。 

日時（平成 31年） 場所 申・問 

1月 16日（水） 午前 10時～ 
地域交流センターいわま「あたご」 

（笠間市下郷 4438-7） 

大津晃窯    

℡ 0296-72-4323 

1月 17日（木） 午後 1時～ 
笠間の家 

（笠間市下市毛 79-9） 

いそべ陶苑 

℡ 0296-77-1024 

1月 18日（金） 午前 10時～ 
地域交流センターともべ「トモア」 

（笠間市友部駅前 1-10） 

製陶ふくだ 

℡ 0296-72-0670 

定員  各 20名程度 

参加費 1,800円（材料費） 

申込方法 窯元へ直接電話でお申し込みください。 

申込期限 平成 31年 1月 12日（土） 
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 県では、親の病気や虐待などで、生まれた家庭で暮らせない子どもが温かな家庭的雰囲気で生活

できるように、里親制度を積極的に推進しています。里親に関心がある方はご連絡ください。 

※詳しくは、茨城県子ども家庭課のホームページをご覧ください。 

問 茨城県福祉相談センター（中央児童相談所）里親担当 ℡ 029-221-4150 

  ホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/  （「子ども家庭課」で検索） 

 

ご存知ですか？里親制度 

 

                                   

 後期高齢者医療保険料は、口座振替にすると便利です。   ⑨ページ 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ㉕  平成 31年 1月の地域ポイント対象事業 
 
 地域ポイント制度は、市民活動に新たな価値を付加することで、市民の皆さんがまちづくりに 

参加する機会を増やし、活動のやりがいや楽しみを感じながら市民活動を続けていただけるよう 

支援していくための制度です。 

【一般参加事業】 
 
開催日 開催時間 事業名 場所 問 

16日（水） 
 午前 9時～11時 

 午後 1時 30分～3時 
健康診査 地域福祉センターともべ 

保健センター 

℡  0296-77-9145 

【事前申込事業】※事前に申込みが必要な事業です。 

開催日 開催時間 事業名 場所 問 

8日（火）    午後 0時 30分～1時 
子宮頸がん 

乳がん検診 

笠間公民館 

保健センター 

℡  0296-77-9145 

17日（木）  午前10時～10時30分 

 午後 0時 30分～1時 

保健センター 

29日（火） 地域福祉センターいわま 

9日（水） 

16日（水） 

23日（水） 

30日（水） 

 午前 10時 15分 

 ～11時 45分 
健康体操 

ゆかいふれあい 

センター 

29日（火） 
   午前 9時 30分～10時 

   午後 2時～3時 
骨粗しょう症検診 地域福祉センターいわま 

19日（土）  午後 0時 30分～4時 
第 12回 みんな

の音楽祭  ※5pt 
笠間公民館 

笠間支所福祉課

内線  72131 

◆病院ボランティア 【市立病院】1Pt病院ボランティア員として事前に登録をし、市立病院内で

  医師、看護師その他の職員と協力して活動をしてくれる方を随時募集しています。  

問 市立病院経営管理課 ℡  0296-77-0034 

【団体協力事業】※団体との協力事業のため、団体等への入会が必要です。 

◆音訳サービス  【岩間図書館】1Pt 

 「広報かさま」や「議会だより」などを音訳する活動をしたときにポイントを発行いたします。 

◆おはなし会 【笠間図書館・岩間図書館】1Pt  

◆ブックスタート 【友部図書館・笠間図書館】1Pt 

 関係団体に入会し、当事業にスタッフとして協力したときにポイントを発行いたします。 

問 友部図書館  ℡ 0296-78-1200 笠間図書館  ℡  0296-72-5046  岩間図書館   ℡  0299-45-2082 

☆2018. 11.30現在≪登録状況≫ 3,560人（男性）831人（女性）2,729人 

問   【ポイント制度について】市民活動課（内線 133） 

    【各種活動内容、その他詳細について】各担当連絡先へお問い合わせください。 

    【市民活動ポータルサイト】http://www.city.kasama.lg.jp/kapoca  

  

 

 
 市民活動課 
 モバイル版 

⑩ページ        【回覧】 次号は 12月 27日発行    第 30-27号 

 


